
い
警
戒
レ
ベ
ル
情
報
も
発
信
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
警
戒
レ
ベ
ル
３
で
「
避
難
準
備
・

高
齢
者
等
避
難
開
始
」
が
発
令
さ
れ

ま
す
。
対
象
地
区
の
高
齢
者
や
乳
幼

児
の
い
る
家
族
な
ど
、
素
早
く
行
動

で
き
な
い
人
は
避
難
を
開
始
し
、
そ

れ
以
外
の
人
は
避
難
準
備
を
す
る
よ

う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　
警
戒
レ
ベ
ル
４
は
「
避
難
勧
告
」
か

「
避
難
指
示
（
緊
急
）」
が
発
令
さ
れ
ま

す
。
対
象
地
区
の
人
は
、
全
員
避
難

と
な
り
ま
す
。「
避
難
指
示（
緊
急
）」

は
、地
域
の
状
況
に
応
じ
て
緊
急
的
、

重
ね
て
避
難
を
促
す
場
合
に
発
令
さ

れ
ま
す
。
た
だ
し
、「
避
難
指
示
（
緊

急
）」
は
必
ず
発
令
さ
れ
る
情
報
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。「
避
難
勧
告
」
で

の
避
難
を
徹
底
し
て
く
だ
さ
い
。

　
警
戒
レ
ベ
ル
５
の
「
災
害
発
生
情

報
」
は
、
災
害
が
実
際
に
発
生
し
て

い
る
こ
と
を
行
政
が
把
握
し
た
場
合

に
可
能
な
範
囲
で
発
令
さ
れ
ま
す
。

　
大
雨
は
、
が
け
崩
れ
や
地
滑
り
な

ど
の
土
砂
災
害
に
つ
な
が
り
ま
す
。

避
難
の
最
中
も
災
害
に
巻
き
込
ま
れ

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
平
常
時
か

ら
防
災
マ
ッ
プ
な
ど
で
自
宅
周
辺
や

地
域
の
危
険
箇
所
、
避
難
場
所
や
避

難
経
路
を
確
認
し
て
お
き
、
同
報
無

線
な
ど
で
防
災
情
報
の
発
信
や
避
難

が
呼
び
か
け
ら
れ
た
場
合
は
、
迅
速

に
避
難
で
き
る
よ
う
、
日
ご
ろ
か
ら

準
備
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

【災害警戒レベル情報表】
 　警戒レベル１・２▶気象庁発表、警戒レベル３以上▶御前崎市が発表

警戒レベル 私たちが取るべき行動 行動を促す情報
（行政からの情報）

防災気象情報
（気象庁が発表する情報）

警戒レベル５ 命を守る最善の行動 災害発生情報
（できる範囲で発表される）

指定河川洪水予報
土砂災害警戒情報

警報
危険度分布など

警戒レベル４ 全員避難 避難勧告、避難指示（緊急）

警戒レベル３ 高齢者などは避難
（他の住民は準備） 避難準備・高齢者等避難開始

警戒レベル２ 避難行動の確認 注意報

警戒レベル１ 心構えを高める 警報級の可能性

【災害警戒レベル別に応じた私たちが取るべき行動】

警戒レベル 私たちが取るべき行動

警戒レベル５ 既に災害が発生している状況で、命を守るための最善の行動をする

警戒レベル４
広域避難所などへの避難行動を開始する
災害が発生する恐れが非常に高い状況。避難所などへの避難が、かえって危険と自身が判断
する場合は、近隣の安全な場所への避難や建物内のより安全な場所へ移動する

警戒レベル３ 避難に時間のかかる高齢者などの要支援者は避難行動を開始する。その他の人は避難の準備
を開始し、自発的に避難する

警戒レベル２
ハザードマップや防災情報などで、避難場所や避難経路、避難のタイミングを再確認。情報
収集手段も確認し、避難に備え準備する

【情報収集】気象庁 HP, サイポスレーダー（県サイト）、地上デジタルテレビのデータ放送など

警戒レベル１ 防災気象情報などの最新情報に注意する
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